
 
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
次
の
と
お
り

特
定
非
営
利
活
動
法
人
認
証
申
請
が
あ
っ
た
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
二
月
十
日 

広
島
県
知
事  

湯 
 

﨑 
 

英 
 

彦 

特
定
非
営
利
活 

動
法
人
の
名
称 

代

表

者 
の

氏

名 

主
た
る
事
務
所

の

所

在

地

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的 

申
請
の
あ
っ
た

年

月

日

特
定
非
営
利
活

動
法
人
府
中
ノ

ア
ン
テ
ナ 

平
地 
緑 

広
島
県
府
中
市
府

中
町
七
五
四
番
二

号 

こ
の
法
人
は
、
府
中
市
を
中
心

と
し
た
備
後
エ
リ
ア
の
地
域
資

産
を
発
掘
し
、
情
報
発
信
を
行

う
と
と
も
に
、
分
野
を
越
え
た

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
構
築
を
通
じ

て
、
地
域
の
暮
ら
し
の
再
評
価

と
新
た
な
価
値
を
創
造
し
、
地

域
へ
の
誇
り
を
醸
成
し
、
よ
り

心
豊
か
な
暮
ら
し
を
実
現
さ
せ

る
こ
と
及
び
地
域
の
活
性
化
な

ど
新
た
な
ま
ち
づ
く
り
活
動
を

行
う
こ
と
に
よ
り
府
中
市
で
暮

ら
す
人
を
増
や
し
、
地
域
社
会

の
発
展
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目

的
と
す
る
。 

平
成
二
三
年 

一
月
二
八
日 

特
定
非
営
利
活

動
法
人
桜
昊
会 

柏
原 

道
雄 

広
島
県
尾
道
市
高

須
町
一
九
二
四
番

地 

こ
の
法
人
は
、
障
害
者
及
び
高

齢
者
が
地
域
で
自
立
生
活
が
で

き
る
社
会
の
実
現
を
図
る
た

め
、
障
害
者
及
び
高
齢
者
の
自

立
生
活
に
関
す
る
事
業
や
、
障

害
者
及
び
高
齢
者
が
暮
ら
し
や

す
い
ま
ち
づ
く
り
に
関
す
る
事

業
を
行
い
、
ノ
ー
マ
ラ
イ
ゼ
ー

シ
ョ
ン
社
会
の
実
現
に
寄
与
す

る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

平
成
二
三
年 

一
月
三
一
日 

特
定
非
営
利
活

動
法
人
悠
々
自

在 

林 

佳
徳 

広
島
県
広
島
市
佐

伯
区
美
鈴
が
丘
東

三
丁
目
六
番
一
〇

号 

こ
の
法
人
は
、
地
域
在
住
の

人
々
共
に
、
要
介
護
高
齢
者
、

障
害
者
及
び
子
供
達
を
含
む

様
々
な
人
々
が
、
そ
の
人
ら
し

さ
を
相
互
に
生
か
し
な
が
ら
共

生
で
き
る
場
を
創
る
活
動
を
行

う
こ
と
で
、
地
域
と
社
会
の
福

祉
の
増
進
や
、
次
世
代
に
安
心

し
て
伝
え
る
こ
と
の
で
き
る
ま

ち
づ
く
り
を
図
り
、
広
く
公
益

に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す

る
。 

平
成
二
三
年 

一
月
三
一
日 

 


